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農政商工観光委員会会議録 

 

日時       平成１９年１２月１４日（金）  開会時間  午前１０時０５分 

                         閉会時間  午後 ３時３９分 

 

場所       第２委員会室 

 

委員出席者    委員長  浅川 力三 

         副委員長 棚本 邦由 

         委員   深沢登志夫  渡辺 亘人  皆川 巖  髙野 剛 

              堀内 富久  金丸 直道  白壁 賢一   

 

委員欠席者    仁ノ平尚子 

 

説明のため出席した者 

商工労働部長 横森 良照 産業立地室長 廣瀬 正文 商工労働部理事 堀内 豊彦 

商工労働部次長 中楯 幸雄 商工労働部次長 野村 敬一 

労働委員会事務局長 望月 行雄 労働委員会事務局次長 坂本 治雄  

商工総務課長 中村 雅夫 商業振興金融課長 深沢 博昭 工業振興課長 清水 幹人 

労政雇用課長 山田 幸子 職業能力開発課長 名取 俊樹 

産業立地推進課長 中込 雅 

 

観光部長 進藤 一徳 観光部理事 野呂瀬 一 観光部次長 佐々木 正彦 

観光企画課長 榊原 章男 観光振興課長 堀内 久雄 国際観光振興室長 窪田 克一 

観光資源課長 金子 辰男 

 

農政部長 遠藤 順也 農政部次長 笹本 英一 農政部技監 雨宮 進 

農政部技監 矢野 一男 農政総務課長 安藤 輝雄 指導検査室長 望月 剛 

農村振興課長 猗股 寿雄 果樹食品流通課長 西島 隆 畜産課長 渡辺 富好   

花き農水産課長 進藤 政秀 農業技術課長 山本 一 耕地課長 加藤 啓 

 

公営企業管理者 望月 三千雄 企業局次長 島口 積 企業局参事 山田 清 

企業局総務課長 清水 文夫  経営企画課長 山本 節彦 電気課長 西山 学 

 

 

議題 第１２３号 山梨県職業能力開発促進法関係手数料条例中改正の件 

第１２７号 平成十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政商工観光委員会

関係のもの 

 

審査の結果    議案については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

審査の概要     午前１０時０５分から午前１１時１０分まで商工労働部・労働委員会関係、

休憩をはさみ午前１１時２３分から午前１２時１４分まで観光部関係、休憩を

はさみ午後１時３４分から午後３時３０分まで農政部関係、休憩をはさみ午後

３時３３分から午後３時３９分まで企業局関係の審査を行った。 
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主な質疑等  商工労働部・労働委員会関係 

  

※第１２３号 山梨県職業能力開発促進法関係手数料条例中改正の件 

 

質 疑 なし 

 

討 論 なし 

 

採 決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第１２７号 平成十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政商工観光委員会

関係のもの 

 

質 疑 なし 

 

討 論 なし 

 

採 決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 ※所管事項  

 

質疑 

 

（高度化資金について） 

白壁委員  高度化資金のことを教えていただきたいと思いますが、今現状で高度化資金は

どの程度の金額が貸し出されているのかお伺いいたします。 

 

深沢商業振興金融課長 これまでに約７６０億円ほど貸し付けを行っております。 

 

白壁委員  今まで７６０億円ということですが、現状はどの程度の金額を貸し付けられて

いるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 貸付残高ということで言えば平成１８年度末で２２４億円余となっており

ます。 

 

白壁委員  ２２４億円余ということでありますが、２２４億円は貸し付けということで、

返済のめどは立っているわけでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 返済のめどということですが、２２４億円のうち破綻した債権が３組合で

５７億円ありまして、これについて回収に努めているところでございます。 

 

白壁委員  返済のめどといいうより回収のめどといったほうよかったかもしれませんが、

３団体で５７億円分は破綻したということで、この５７億円は返済されないとい

うことでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 ３件ございますが、１件につきましては味のふるさと協業組合、これが平

成１３年に破綻いたしました。その後、新たにその債務を引き受けていただいた、

債務引受会社から返済を求めることになっております。 
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白壁委員  調べたところによると、そこの残額はあと５５億円ですから、残り２億円が２

団体ということでしょうか。そこはやはり倒産して、返済されないということで

しょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 もう２団体の、１件は昨年の暮れに倒産しました甲南食品ですが、そこに

つきましては今破産手続中でございます。その破産の処理が終わった段階で、そ

の処理によってその回収額が固まってくるということです。あとは連帯保証人等

との交渉を行っていきます。もう１件はちょっと古く、平成６年だったと思いま

すが、甲府シティジュエリーセンターというところが破産いたしまして、あと残

高が１千万ほど残っております。これにつきましては毎年少しずつですが償還を

いただいております。 

 

白壁委員  ２億円はそんな状況ですけれども、５５億円についてはどんな状況になってい

るのでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 平成１３年に破綻した味のふるさと協業組合につきましては、平成１４年

３月に債務引受会社と債務を全額引き受けるかわりに、資産を譲渡するという形

の引受契約を結びまして、３年据え置き２４年償還ということで今償還を行って

いるところであります。 

 

白壁委員  基本的なところをお聞きしたいんですが、この償還年度は今２４年といいまし

たけれども、基本的には何年でしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 高度化資金は一般的には２０年以内の償還となっております。 

 

白壁委員  ２０年の償還で、３年据え置きというのは２０年の中に入るんでしょうか、入

らないんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 ２０年償還のうち３年間が据え置きとなっております。 

 

白壁委員  ２０年の中に３年が含まれるわけですね。倒産したところから引き受けられた

会社が、その負債も資産も引き継がれたということでよろしいんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 訂正させていただきます。高度化資金は２０年間のうち３年間の据え置き

ですが、味のふるさと協業組合の債務引受会社は２７年のうち３年間が据え置き

期間になっております。土地・建物・設備等すべてを譲渡するかわりに債務を引

き受けるという契約になっております。 

 

白壁委員  わかりました。そこにはやはり連帯保証人が発生するわけですね。 

 

深沢商業振興金融課長 旧味のふるさと協業組合に、当時の８名の連帯保証人は当然残っているわ

けでありますし、新たに債務を引き受けた会社とその代表者が連帯保証人に加

わっております。 

 

白壁委員  ということは、倒産したときの保証人８人が、そのまま次へ引き継いだ会社の

保証人となって、プラス２名ということは１０名になったということでよろしい

んでしょうか。 
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深沢商業振興金融課長 そのとおりです。 

 

白壁委員  破綻した味のふるさとのときの連帯保証人が、そのまま引き継ぐというのも何

かおかしな話ですけれども、了承は得ているわけですね。そしてその方々の資産

はしっかりあるわけですね。 

 

深沢商業振興金融課長 破綻したときの連帯保証人というのは、その破綻に対しても債務を負って

いるわけですので、引き受ける際には当然それを移すという形をとりました。た

だ、了承という点でいきますと、重畳的債務引受契約という前の債務を引き継ぐ

形ですので、連帯保証人の方たちも自動的になるような形で契約を結んでいます。 

 

白壁委員  一般的に考えていけば、債務があって、それに対しての保証があって、その会

社がつぶれたのであれば、本来からいうといわゆる連帯保証人の方々が弁済しな

きゃならないわけですね。一般的にはそういう契約になると思うんですね。それ

が弁済しなくてもいいかわりに、その債務がそのまま次のところに移った。プラ

ス２人の方がふえた。それによって今までの味のふるさとのころの返済期間、そ

れが今度新たな会社に行って今度２７年になる。ということは、スケジュールを

変えたととっていいのでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 償還条件を新たに平成１４年から２７年間という設定をいたしましたので、

変わっております。 

 

白壁委員  倒産する前は何年でいつまでに返済で、どのくらいの金額が返済されていたん

でしょうか。その残りの分プラスほかのものは付加されないんでしょうか。例え

ば金利はないわけですね。当初の契約のまま返済された分を引いた分が、そのま

ま債務として移っただけでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 味のふるさと協業組合は破産したわけですけれども、ここに対しては平成

９年と平成１０年の２回にわたって貸し付けを行いました。償還期間は２０年間

を設定をしております。償還の状況ですけれども、旧味のふるさと協業組合につ

きましては償還を行わずに倒産している。ですから、倒産時点では償還は行われ

ておりません。 

 

白壁委員  ということは、５５億円を貸し付けて１円も償還なしで倒産をして、そのまま、

次の会社が５５億円の債務を一緒に引き継いだということでよろしいんですか。 

 

深沢商業振興金融課長 そのとおりです。 

 

白壁委員  貸し付けたのが平成９年で、倒産したのはいつでしたっけ。 

 

深沢商業振興金融課長 平成１３年５月に倒産をいたしました。 

 

白壁委員  ということは、何年間か１年以上は１円も返済なかったということでしょう。

期首と期末で返済の期間があったんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 当然突然倒れたわけではなく、経営状況が行き詰ったということで、倒産

する前の１年ぐらいは約定償還の期日があったわけですけれども、結果的に納め
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ることができないで倒産したと承知しております。 

 

白壁委員  基本的なことをお聞きしたいんですけれども、高度化資金というのは純粋に県

１００％なんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 高度化事業につきましては、国の中小企業基盤整備機構が持っている制度

であります。国から県が借入する形になっておりますけれども、高度化資金自体

は事業全体の８割が融資対象ですが、その負担割合は５４％と２６％というのが

一番多い組み合わせで、大体機構が２、県が１という負担割合で融資をしており

ます。 

 

白壁委員  ５４％と２６％で８０％なんですね、わかりました。中小企業基盤整備機構か

ら借り入れた分が２、それと県の単費が１、いずれにしても万が一のことがあっ

たときには、１足す２の３は県が返済しなきゃならない、補償しなきゃならない

ということでよろしいんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 破綻した場合につきましては、県が貸しているわけですから、県が一義的

には負うわけですけれども、機構に対しては最終的に破綻処理が済んですべてを

処理した後に、もし不良債権として残った場合につきましては、議会の債権放棄

という手続を経れば、機構の部分については償還が免除されるというように制度

を理解しております。 

 

白壁委員  難しい話が出てきてわからないんですけれども、議会の債権放棄を経ればそこ

でその分は免除される、よくわからないんですがそこを教えてください。 

 

深沢商業振興金融課長 委員の御質問の中で８０％全部を、県が負担をするかという御質問だった

と思いましたのでお答えしたのですが、機構からの借入部分については手続を経

て債権放棄が固まれば、機構の方も債権を放棄すると承知しております。 

 

白壁委員  何の債権を放棄したらそうなるんですか。具体的によくわからないんだけれど

も。 

 

深沢商業振興金融課長 不良債権を処理をしますと、結果的に自己破産等の保証人等も、すべて片

がついてしまうというケースが想定されるわけですが、そうなった後でもまだな

お未収金が県に残った場合、これを不良債権と申し上げたんですけれども、この

場合にはもう回収する先がなくなります。そのときには最終的に議会の手続を経

て、県が債権放棄を行うことがあれば、それについては県が借り入れた部分につ

いて、機構も放棄するということです。 

 

白壁委員  最終的に残が残ったときには、その分は返済しなくてもいい状況になる可能性

もあるということでよろしいわけですね。でも、その前の段階で何とかしなきゃ

ならないわけですけれども、基本的にどんな基準で貸し付けられるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 個々の事業計画の提出を受けて県が審査を行い、機構の審査を経て貸付決

定をしているということでございます。 

 

白壁委員  貸し付けるときにはどこが責任を持って貸し付けているんでしょうか。 
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深沢商業振興金融課長 県が一義的には貸し付けを行っております。 

 

白壁委員  最悪それが返済されないときには県が責任を負うということですね。その前の

段階で保証人から保証分をいただくと。万が一保証し切れない場合には機構から

お金を借り入れている分については返済が免除されると。その免除というのはど

ちらが優先するんでしょうか、県の資金が優先するんでしょうか、機構のお金が

優先するんでしょうか。例えば１０億円で残が残ったとき、県の方が先に返済を

受けて次に機構なんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 県が借り入れている額がございますから、その額が手続を減れば免除され

る場合があると承知しております。 

 

白壁委員  例えば１０億円として充当を８０％と考えた場合に、それが一銭も返済されな

かった。そのときに１対２で借りていて、最後、残金が１億円残った。そのとき

には機構からその１億円の分は免除されるものでしょうか、それとも機構の分は

返済が終わって、県の単独資金が未返済分の中に入るんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 今の貸付金の仕組みは、貸し付ける際にその財源として機構から借り入れ

て県が全体を貸し付けておりますから、その貸付金に相当する部分が免除される

ということになると思います。具体的に１億円というお話しでしたが、１億円が

２対１の割合で２の部分が免除されることになります。 

 

白壁委員  わかりました。今、そのほかで倒産の可能性のあるところ、破綻懸念先という

ところもあるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 約定償還が約定どおりできない先ということであれば何件かございます。

破綻懸念先債権としては５４億円ほどございます。 

 

白壁委員  破綻懸念先というのはよく金融機関などで使うので、破綻懸念先と言わせてい

ただいたんですが、破綻懸念先の概念といいますか、どんなところが破綻懸念先

になるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 現時点で償還期間までに償還が済まない先、償還が見込めない先等につい

て私どもは破綻懸念先と分類しております。 

 

白壁委員  一般的に言うと例えば期日が来ても、それを返済しないというところがまずグ

レー系統になって、倒産引当金を積み上げていって準備金とすると。金融機関な

どでつぶれたときにはそれを引き当てるから、いろいろな法人税的なものが免除

されるので、つぶすか生かすかというところを金融機関というのは判断するんで

すね。でも、県の資金の場合にはまた少し違うと思うんですが、具体的にどうい

うところが懸念先ということになるのか、期間が過ぎてリスケジュールをした場

合にはそうなのか、その前の段階で何かあると破綻懸念先になるのか、具体的に。 

 

深沢商業振興金融課長 償還期限が２０年間ございます。現時点で例えば１５年経過したとして、

あと５年残っている。そういうときに、２０年までに償還が完済できない、今時

点で完済が見込めないというものについて破綻懸念先と分類しております。 

 

白壁委員  １５年たった、あと５年残っている。５年残っているところで２０年の返済が
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終わらないだろうとどこで見込むんでしょう。 

 

深沢商業振興金融課長 当初の約定で例えば１５年までに幾ら入っていなくてはいけない、当初の

約定がございます。それに対して７割納まっていないといったものになります。 

 

白壁委員  やはりそういう基準があるんですね。それを超えてなければ金融監督庁なんか

が行っているものと同じで、１つの基準があって、それで何段階に分けるわけで

すね。７０％を超えたところの破綻懸念先というのはどんな処理をするんでしょ

うか。例えば一般的に言うと金利が上がってくるとかいうことになりますけれど

も、この場合には金利が無金利、無利息、無利子ですね。そういうときにはリス

クを付加するものでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 高度化資金全般のことを申し上げれば、全部が無利子ではなくて、今の融

資は大体平均して２.７％ぐらいの金利になっております。現行貸し付ける場合

について今は１.１％になっております。どのような処理をということですが、

現状で言えば償還が約定どおり行えない組合に対しては、その状況を見ながら条

件変更を行うことによって、約定償還の変更を行って対応をしております。 

 

白壁委員  例えば金利を上げるということはやらないんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 金利を上げるということはございません。 

 

白壁委員  今一番高い金利は何％ですか。 

 

深沢商業振興金融課長 ２.７％です。 

 

白壁委員  金利はどこから来るんですか。長プラにプラス何％とかがあるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 金利自体は機構が決めておりますけれども、長プラとかを参考にして多分

決まっているんだと思います。 

 

白壁委員  破綻したところの処理と、破綻懸念先と言われるようなところの今後の処理、

例えばその返済に保証人がいても、すべてが保証されるかどうかもわからない。

県民の大事なお金を、血税を集めたものを使うということについて、この辺はど

ういうふうにお考えですか。 

 

深沢商業振興金融課長 破綻した先のうち、１社につきましては債務引受会社からの回収を行うほ

か、実際にもう法的手続を進めているところにつきましては、その手続に沿った

対応をしております。当然保証人の方からも回収をするということになります。 

 

白壁委員  保証人から回収するんですけれども、保証人から回収できない場合にはどうす

るんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 保証人から回収を求めていくという形になりますから、例えば自己破産し

たとかいうことであれば、その分はできないということなりますが、そうでない

限りは求めていく形になります。 

 

白壁委員  今、金融機関も貸付責任があるから、なかなかお金を貸してくれない。そうい
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う中でこういう県の資金があれば、ぜひ貸していただきたいというのが事業者の

皆さんだと思うんですね。今、銀行でもなかなか貸さない。中小企業に対しても

相当厳しい検査というか、チェックがあるということは貸付責任が発生している

ということなんですね。県としての貸付責任というのはどういうふうにお考えで

しょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 今、破綻した先の債権の回収をしているところでして、結果として非常に

残念なことだと思っておりますが、その当時の貸し付けは、そのとき審査を経て

行っているものですので、今私がここですぐお答えするわけにはいかないんです

が、適切に対応していたと思っております。 

 

白壁委員  では、ちょっと話をもとに戻しましょう。一般的に言うと、先ほど言ったよう

に償還期限を延ばすことによって負担が軽くなるわけですね。月々１００円あっ

たものを１０円にして延ばしてやるとかいうこともあると思いますけれども、こ

の高度化資金にはそういう仕組みはないんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 高度化資金につきましては、償還途中でそういうことをすることはござい

ません。償還猶予といいますか、条件変更に応じて、例えば１年とか２年間、償

還を猶予するということはございますけれども、償還期間をさらに延長するとい

う制度は、償還期間中はございません。 

 

白壁委員  １年、２年延ばすことはあるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 償還の猶予を１年とか２年行えるということでございます。 

 

白壁委員  猶予ということは１円も払わなくていい期間を１、２年とれるということですか。 

 

深沢商業振興金融課長 それは可能です。 

 

白壁委員  どんな条件のときにそんなことができるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 約定償還が困難な場合につきましては、当事者である組合の申請に基づい

て経営診断を行いまして、その診断の結果、償還財源の確保が難しく、条件変更

の必要性が認められる場合につきましては償還猶予を行っております。条件変更

という形で行っております。 

 

白壁委員  条件変更で償還猶予をする。それで猶予した２年後、３年後にまたよくなれば

いいんでしょうけれども、調査の中でこれはだめだというときにはどうされるん

でしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 その場合については条件変更がなければ、未収金が生じますから延滞債権

となります。 

 

白壁委員  延滞債権が発生したときはどうなるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 必要性が認められない場合について延滞債権にするわけですので、回収を

求めるという形になります。 
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白壁委員  ということは、いわゆる企業で言う売掛金というとらえ方と同じになるんで

しょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 未収金という形の扱いになっております。 

 

白壁委員  未収金、売り掛けですね。回収しようと思ってもまだされてないということで

すね。それが不能欠損になるときには、相手がつぶれたときとかですね。期間を

延ばすということはないということを今聞いたんですが、決してないということ

でしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 償還期間中につきましてはそういう制度はございませんが、償還期間が終

わった後も当然そういうところについては未収金が残るわけです。その場合につ

きましてはその状況等を判断し、機構と協議する中で場合によっては延長するこ

とも可能です。 

 

白壁委員  ということは、２０年間を過ぎて機構と協議すると延ばすことができる。延ば

すことができるということは、例えば１０億円の中で１,０００万円だけ払って

おいて、２０年間の間では１銭も払わなくて、本当は１万円ずつ払わなきゃなら

ないのを５,０００円にしてもらったりして、それで２０年間過ぎていったら、

どうなるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 償還期間が終了した時点でその企業が存続していて、延長することによっ

て債権の回収の見込みが立つ場合について、再度延長できる場合があるというこ

とでして、今言ったような、ほとんど払ってないケースで延長ができるかといえ

ばできないと思います。 

 

白壁委員  ２０年間の約定契約でそれがしっかり納められていたら、終わっているんです

ね。納められない場合、２０年後に考える余地もあると今言われたので、それを

お聞きしているんです。 

 

深沢商業振興金融課長 細かい条件はあるんですが、おおむね償還期間内に２分の１以上の償還が

済んでいる場合については、後の状況ということも当然あるわけで一概に言えな

いわけですけれども、再度１０年間償還延長できるという制度がございます。 

 

白壁委員  ２０年たって２分の１以上返済していれば、また１０年の延ばすということが

できるというケースがあるということですか。今まで過去にそういう例はありま

すか。 

 

深沢商業振興金融課長 破綻先が先ほど３件あると言いましたけれども、それ以外は事例がなくて、

今あるものについて２０年たったものはございませんので、例はありません。 

 

白壁委員  ２０年たったとき、今度は返済金額のスケジュールはどうなるんでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 元金均等です。 

 

白壁委員  公的な資金というのはよくわからないんですけれども、民間だと例えば当初は

軽く後ろに重くとか、均等だとか、何とか併用型だとか、いろいろあると思うん

ですが、こういうシステムってないものでしょうか。 
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深沢商業振興金融課長 制度として元金均等と決まっておりますので他のものはございません。 

 

白壁委員  例えば元金均等で払いますといったけど２０年たって２分の１以上払ってな

い、だから、１０年延ばそうと思っても無理だと。何とかあと少し延びれば倒産

しなくて済むものが、皆さんが言っているとおりにしたら、倒産するという状況

が起きたときに、これは裁量的な余地というのはないものでしょうか。 

 

深沢商業振興金融課長 先ほど申し上げましたとおり、まだ実は２０年たったものがないわけです

が、制度とすれば２０年たって半分以上納めている場合については、再度延長す

るという制度がございます。それは当然、将来１０年間で償還が可能かどうかを

審査していく必要がございますから、全部が認められているわけではないと思い

ますが、その他の制度については個々のケースに当てはめて考えていくことにな

ると思いますので、今ここで申し上げることはできません。 

 

白壁委員  我々の地元にもこの制度を利用させていただいているところがあります。片や

償還を延ばせないことによって倒産を余儀なくされる、もしくはなかなか難しい

状況に追い込まれるときもある。片や県民の大事なお金を使っている限りは、

しっかりと回収できるものは回収しなければならないということを痛切に感じ

ているところです。今言ったようにこれから企業が倒産すると失業者もふえたり

大変な状況になってくる。だけど、県民の重要なお金を使っている。機構からお

金を借りているにしてもそれは返済しなければならないと思います。最後に部長

のお考えを、今後の方向性をお聞きして終わりたいと思います。 

 

横森商工労働部長  この高度化資金は課長の方からもお話がございましたように、中小企業の振興

ということで始まっていまして、大分歴史の古いものでございます。国の方でも

また、大企業はいいが、現在、中小企業は大変厳しい状況であるということで、

まだまだこの資金を使って中小企業の振興を図ろうという考え方ございます。県

でもこの制度を昭和４２年から始まったと思いますが、９０団体以上の組合がこ

れを利用していまして、大変うまくいっているところがほとんどでございます。

ですから、これは制度としては中小企業の皆様には大変いい制度であると思って

おります。 

  ただ、委員御指摘のように大変厳しい状況で貸し付けたもの、例えば平成４年

から７年ころのものについては相当不良債権化的なものが出てきております。そ

れらは、バブル崩壊をうまく乗り越えられなかったという組合がほとんどでござ

いますけれども、これは確かに血税を使っているわけですので、万が一のときの

回収ということも十分頭の中に入れながら、この資金を運用していきたいと思っ

ております。 

特に中小企業基盤整備機構との関係が非常に強いわけでございますので、そち

らからの指導を受け、あるいは相談をしながら進めていきたいと思っております。 

 

        （企業誘致について） 

金丸委員  今、県におきましては企業誘致の促進ということで新聞に記事も載っている、

そしてまた産業立地室にも強化して活動いただいているという状況の中でござ

います。代表質問の中で、私の地元のパイオニアの企業誘致の見直しという指摘

をしたわけですけれども、パイオニアの進出の見通しが暗くなっているというこ

とでありますが、今日までの経過を説明いただきたいと思っております。 
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中込産業立地推進課長 まず２００６年の８月６日ですが、パイオニアのプラズマテレビの工場を、

山梨に新工場を建設していきたいという話が新聞紙上等で県民に周知をされた

ところであります。続いて話題となったのは、年が明けまして２００７年２月１

日でございますけれども、パイオニアのプラズマ新工場の建設延期が、大きく県

民に周知されたところです。既存工場の中で、今の販売見込みの生産台数が十分

生産できるという見通しのもとに、建設の延期が発表されました。 

さらにことしの９月に入りまして、パイオニアにシャープが１４％相互出資を

行ったわけです。薄型テレビの液晶部門で一番大手のシャープとの技術提携でご

ざいましたので、南アルプスに予定されておりますパイオニア工場に、それが大

きなインパクトになるのかなとも考えたんですが、そうはならずにテレビとは

違った部分で技術提携がされるということでして、パイオニアが持たない４２イ

ンチ以下については、シャープの技術供給をパイオニアが受けて、販売していく

ということが発表されたところでございます。 

  パイオニアのプラズマ新工場の建設の方が、我々のところにお見えになって説

明をいただいたときには、建設は延期だというお話だったわけですが、新聞紙上

では凍結ということでして、向こうからの説明と違った部分がでてきたというと

ころです。 

１２月に入りましてからも、造成工事が現在引き続き行われておりますから、

南アルプス市側が造成工事で提供している８.５ヘクタールの部分については、

５回の契約に基づいてその年度にかかった部分を、年度末に清算していただく仕

組みになっていまして、現在４回目ということですから、来年の３月までには４

回目分が決済されて、最終的に造成がすべて終わったところで清算されると聞い

ております。 

 

金丸委員  最終的な状況が１０月３１日に新聞に出て、あわせて、県の方にも延期・凍結

の話があったという理解でいいのかな。 

 

中込産業立地推進課長 そのとおりでございます。 

 

金丸委員  市が中心になっている造成工事の話ですが、あそこは県の工業団地用地があっ

た他にまだ個人が持っていた土地があって、個人が買収に難色を示したというこ

とも結構あったんですよ。そういう中で説得されて売却をしたと。それが県の責

任となるかはわからないけれど、パイオニアが進出をしないということになれば、

話が違うというような声が出てきているという一面があるんですね。 

今後の対応ですが、パイオニアの出方を単に待っていようとしているのか、こ

の用地をパイオニアから取り上げて他企業に買収してもらって工場を進出させ

るとか、パイオニアとそういう交渉をやるつもりがあるのか、今までどんな考え

方を持って臨んできているのかを明らかにしてください。 

 

中込産業立地推進課長 このパイオニア進出予定地は県の土地開発公社が既に持っていたところで

す。その後南アルプス市側が８ヘクタールを造成して現在継続工事されているん

ですけれども、先ほど説明したように、５回の契約の中で県分の用地代金は、も

う土地開発公社からいただいております。その後の用地代金プラス造成工事費が

ありますので、それは５回に分けて南アルプス市側がその年にかかったお金を、

年度末に清算していくという仕組みで、現在進んでいるということを説明しまし

たが、今年度も４回目が清算される見込みであります。 

  最終的に来年の夏ごろまでに造成工事がすべて完了する、その時点で清算がさ

れる。それまでは、あくまでも土地の権利はパイオニア側にございますので、そ
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の時点でパイオニアが何らかの大きな経営戦略上の変更があれば、アクションが

あるものと考えておりますので、それを踏まえて今後の対応をしてまいりたいと

考えております。 

 

金丸委員  土地代金は契約をして支払いをするというのは当たり前の方針だと、当然そう

理解をしているわけですけれども、ただ、やっぱり単に延期とか凍結というだけ

で、夏まで待ってということでは私は対応が遅いと思うんですよ。パイオニアに

売却したから、土地の所有権というのは移っているから、それに対してとやかく

言えないなんていうことではなくて、県の工業団地を市が造成して、売ってとい

うことだから、きちんと関与をして、パイオニアさんどうしてくれるんだと、延

期・凍結はいつまでなのかとしっかり問い詰めたりとか、さっき話したように、

もしだめなら断念してもらって、県の売った価格の何％かを割引きさせて、他の

企業の誘致をするということを考えていく必要があると思うんですよ。いつまで

たっても延期だ、凍結だと手をこまねいていたんでは、まずいということを私は

申し上げたいんですが、その辺りどうなんですか。 

 

中込産業立地推進課長 金丸委員が御指摘、また御懸念されているとおり、我々も万が一に備えて

常にパイオニア側の本社の役員等と連絡をとりながら、対応しております。その

都度、一番直近の状況等について、ぜひ御報告等をいただきたいと接触はしてお

るんですが、向こう側から今の時点で返ってきますのは、造成した部分について

は、これから後使いたいということでその部分は決済はさせていただきますと。

もし大きな変動あるいは計画変更がある場合、必ず率先して南アルプス市、山梨

県ともどもに行って、お知らせするというお話をいただいておりますから、現時

点では造成工事も進行中でありますので、それ以上は今のところアクションを起

こせないという状況ですので御理解をいただければと思います。 

 

金丸委員  もちろん理解はしますけれども、先ほど申し上げた民有地の買収に渋々応じた

人、あるいは県議会の中でも一般質問や代表質問、そしてこうして委員会でも議

論が出ているということを考えると、強力にパイオニア側に問題提起をしていく

ということが必要ではないでしょうか。１回聞いたから後はパイオニアの考え方

を待っていればいいんじゃなくて、こっちが積極・能動的に動くという対応をす

る必要があるのではないかということを申し上げて、夏までの間にもアクション

は起こしてもらうということを要請して終わりたいと思います。 

 

主な質疑等  観光部関係 

  

※第１２７号 平成十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政商工観光委員会

関係のもの 

 

質 疑 なし 

 

討 論 なし 

 

採 決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※所管事項  

 

質疑 
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（光のピュシスと風林火山博について） 

皆川委員  光のピュシスと風林火山博について幾つかお尋ねいたします。舞鶴城公園の光

のピュシスというイルミネーションライブがことしで４回目を数えるわけです

けれども、毎年２０万人以上の県民・市民、または観光客の目を楽しませている

というイベントでありまして、今や甲府の冬の風物詩と言われており、４回目を

数えてかなり定着している感があります。この光のピュシスは、観光立県山梨と

して私は欠かせない、２カ月にわたるロングイベントになりつつあるものを思っ

ていますが、まずその辺の県の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 

榊原観光企画課長  光のピュシスにつきましては、平成１６年から始まりまして、平成１７年度か

らは県でも補助をいたしております。冬の甲府の風物詩として定着をしておりま

して、観光客のにぎわいに非常に大きく役立っているものと認識をいたしており

ます。 

 

皆川委員  そういう認識をお持ちいただいているということでありがたく思っておりま

すが、２カ月にわたるロングイベントということで、市民グループやＮＰＯ法人、

あるいは甲府商工会議所、中小企業団体中央会等の皆さんが中心になって、実行

委員会をつくってやっているわけです。その実行委員会のメンバーが連日夜当番

制で、けががないようにお年寄りの足元をライトで照らしたり、あるいは縫いぐ

るみに入って子どもたちを楽しませることをやっているわけでして、これは完全

にボランティアでやっています。県の方も２回目あたりからかもしれませんが、

観光部を中心に職員の皆さんがこれまた完全にボランティアで、自主的にお手伝

いをしてくださっているということも伺っております。こういう官民一体となっ

た長期にわたるロングイベントというのは、かつて過去において山梨県のイベン

トの中であったんですか。その点をお聞きしたいと思います。 

 

榊原観光企画課長  このような長期のイベントで官民協働というのは、私はほかには承知してござ

いません。 

 

皆川委員  ということは、かつてない官民一体となった観光イベントという認識をお持ち

いただいているということですね。そういう非常に評価をしていただいておりま

す光のピュシスが、残念ながらことしでおしまいと言われているわけですけれど

も、その断念せざるを得ない主な理由は何かというと、報道によると資金難だと

言われております。 

今まで民間の人たちが自主的に集めた運営資金というのは、当初４,７００万、

次いで７,５００万、３,０００万、そしてことしが２,８００万と、多額のお金

が集められてきたわけです。そのうち県が５００万、市が３００万ということで、

補助をしておられると聞いておりますが、この県、市合わせて８００万という補

助金の部分が、なかなか毎年企業は出し切れないわけですよ。しかもこの不況の

中、中小企業が大変厳しいという中で、最初は勢いで出してきたけれども、３回、

４回となる中で、８００万というもののウエートが非常に重くなってきたんです

ね。そこで補助金が打ち切りということになりますと、これはやっぱり断念せざ

るを得ないという状況が生まれてくるのではないかと思うんですけれども、その

辺はどのようにお考えになりますか。 

 

榊原観光企画課長  県、市、それから甲府商工会議所で援助をしてまいりました。御指摘のように

企業からの協賛金がだんだん大変になってきたという状況も承知をいたしてお

ります。ただ、私どもは平成１７年度から補助をいたしましたけれども、補助を
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するときの約束が実はございまして、民間の皆様が自主的、自立的にやっていた

だけるというところまで、一緒に頑張りましょうということで、３年間のお約束

で行ってきたところでございまして、御期待しておりました。残念ながら今回、

協賛金がなかなか思うように集まらないということで、３年間の期限を迎えてし

まったわけでございます。これは私ども補助をしてきた立場として非常に残念な

ことだと思っております。 

  そこで、この光のピュシスの補助金がまつりモデル創造事業費補助金という名

前の補助金でございましたけれども、これについては一たんお約束のとおり打ち

切らせていただく、というのは、実行委員会が今回解散をするということですの

で受け皿がなくなります。その後のお話についてはまた相談をさせていただくわ

けですけれども、いままでと同じ形の補助金としては一たんは打ち切りというこ

とで考えさせていただいております。 

 

皆川委員  この補助金の目的の中に、県のイベントのモデル事業として、他町村への波及

効果をねらって出したということが言われておりますが、これは本当ですか。 

 

榊原観光企画課長  まつりモデル創造事業費補助金というのは県の入り口である県都甲府、ここに

集客をすることにより、県下全体へ観光客の皆様が広まっていくということが主

眼でございました。また、県の大きなイルミネーションイベントの１つとして、

ここでやっていただくことによって、県内の各市町村でもこういう催しができる

という意味でモデル的、ということで支援させていただいた経緯がございます。 

 

皆川委員  目的は達成したと言われているんですけれども、その波及効果としてどこが始

めましたか。 

 

榊原観光企画課長  従来からもやっていたイルミネーションイベントもございますし、新たに始め

たところもございます。いろいろな情報誌等で取り上げられるようになってきた

と承知しておりますのは、富士河口湖町、韮崎市、山中湖村などですが、その他

にもイルミネーションイベントが非常ににぎやかになってまいりました。モデル

的にすばらしく普及したなと思われるのは、全国各地で配られている旅行情報誌、

新聞等に広く取り上げられることによって、山梨県内ではいろいろなところで冬

のイルミネーションイベントがされているということが広く知られるように

なった。そういう意味でモデル的には成功したのではないかと思っております。 

 

皆川委員  では、補助金は３年という当初の約束だったんですか。それと、目的も達成し

たということですね。助成金が３年で終わるということは、そういう理解でいい

んですか。 

  ところで、風林火山博は大変盛況のようですけれども、この実行委員会のメン

バーと光のピュシスのメンバーはかなりダブっているのは御承知だと思います。

この人たちの話を聞くと、光のピュシスを一生懸命やっていたけれども、同時に

風林火山も一緒にやろうということで、その風林火山博の方は当初２０万人の目

標だったのが、それをはるかにオーバーして倍の４０万人を超えて、５０万人に

届こうとしているという状況です。入場料が６００円、６００掛ける５０万人と

いったらこれは大変なお金ですね。当初は赤字だと言われておりましたけれども、

大黒字という展開になってきているわけです。その黒字部分ですが、どう利用す

る予定になっているのかお聞かせください。 

 

榊原観光企画課長  風林火山博につきましては、民間の実行委員会の皆様で運営をされておりまし
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て、非常に大きな集客力を持ちまして、御指摘のように５０万人に届こうかとい

う状況になっております。そこで得た収益につきましては、実行委員会が解散し

たときに剰余金として残ります。それについては、税務署との協議の中で公的な

団体への寄附をすれば、課税対象にはしないということでして、実行委員会が使

途を定めて公的な団体に寄附をする、こういう仕組みになっています。 

 

皆川委員  例えばもう一回光のピュシスの実行委員会を再編したら、それは公的な団体と

いうふうに認められるんですか。それとも商工会議所のようなものでないとだめ

なんですかね。 

 

榊原観光企画課長  公的な団体の定義につきましては、税務当局との協議の中で、商工会議所とか、

ほかの商工団体とか、いろいろ例示が出ましたが、その中で唯一、山梨県大型観

光キャンペーン推進協議会が公的団体である、と税務署の方で認めたと伺ってお

ります。 

 

皆川委員  商工会議所は公の団体ではないんですか。 

 

榊原観光企画課長  甲府商工会議所や商工会連合会といった類似の団体につきまして、公的な団体

として寄附の対象で非課税にするかどうかということについて、税務当局と協議

を重ねられたそうです。いずれも消去されていきまして、大型観光キャンペーン

推進協議会の性格を見て、これは税務署で公的な団体として認めますということ

に落ちついて、対象となる団体の中では大型観光キャンペーン推進協議会１カ所

だけが、そういう団体であると認定をされました。 

 

皆川委員  そうなると、そこにしか寄附ができないということですね。大型観光キャン

ペーン推進協議会、そこがすべて、８,０００万とか９,０００万といった黒字分

をもらうわけですね。それを、例えば光のピュシスの方へというわけにはいかな

いんですか。 

 

榊原観光企画課長  大型観光キャンペーン推進協議会が剰余金を受け入れまして、その先どう使う

かというのは、大型観光キャンペーン推進協議会の設立目的などに、適合した場

合に使うということです。基本的には実行委員会で稼ぎ出したものでございます

ので、風林火山博の実行委員会が使途を考えて、それを大型観光キャンペーン推

進協議会と協議をしながら、実際には大型観光キャンペーン推進協議会で執行を

していくという仕組みになろうかと思います。 

 

皆川委員  光のピュシスの実行委員会と風林火山博の実行委員会は、メンバーがほぼダ

ブっているという中で、彼らとしてはそれをもう一回ピュシスに使ってという話

は出てくると思うんです。既に私も聞いています。それは使途目的を話し合いす

れば可能なんですね。 

 

堀内観光振興課長  観光振興課で大型観光キャンペーンの事務局を持っておりますので私の方か

ら答えさせていただきます。先ほど榊原課長の方からも答弁をさせていただきま

したけれども、基本的に風林火山博の実行委員会の方々の意思を、一番尊重しな

ければいけないだろうと考えております。したがいまして、例えば大型観光キャ

ンペーンは、平成１８年度から展開しているわけでございますけれども、一般の

事業とは一線を画するような形をとりまして、風林火山博の皆さんの意思を最大

限尊重した形で、事業が推進できればと考えております。 
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皆川委員  わかりました。この間、甲府市でもこの議論がなされまして、甲府市としても

県とか商工会議所とこれから協議をしたりする中で、もう一回、団体は変わって

も光のビュシスが継続できるように、精力的に協議を続けていきたいということ

を言っているんですが、県との協議というのはもう既に始まっていますか。 

 

榊原観光企画課長  光のピュシスが今回で終了するということで、光のピュシスでつくり出された

中心市街地活性化等のこの火は消してはいけないということで、何らかの形で引

き継いでいこうという話し合いにつきましては、私ども観光企画課が窓口になり

まして、商工会議所、それから、甲府市等と話し合いをさせていただいておりま

す。 

 

皆川委員  わかりました。ぜひ精力的に市とも連絡をとりながら、なるべくこの火を消さ

ないようにぜひ皆さんのお力を貸していただきたいと思います。 

  それから、もう一つ、風林火山博の会場ですけれども、この風林火山博が終了

した後、その会場はどのように利用する予定なんですか。 

 

榊原観光企画課長  風林火山博は１月２０日をもって終了いたします。現在風林火山博関係では地

下１階と地上１階部分を使って、風林火山博をやっておりますが、有料部分の地

下１階については公の施設、県民の展示場でございますので、１月２０日以降の

展示計画が既に定まっているということで、原状回復して完全にお返しするとい

うことになっています。地上１階部分につきましては、これも基本的には原状復

帰をしてお返しするということになっておりますけれども、せっかくあそこにも

たらせたにぎわいを、もとのように寂しくしてしまうのはもったいないという声

はございます。 

そこで風林火山博の実行委員会から御提案を受けまして、今、現在、地下１階

で「武田の時代のなぜ？なに！展」という展示をやっておりますが、ＮＨＫで設

置した以外のものにつきまして、それを利用して１階の部分で武田の歴史関係の

展示物ができないかという御提案を受けております。基本的には武田の歴史、そ

れから、山梨県の観光に関する展示を１月２０日以降、引き続きやっていきたい

という御提案をいただいておりますので、実際に管理をする管財課に私どもが橋

渡し役になりまして、実行委員会の皆さんのアイデアをいただいて検討をしてい

るところです。基本的に何らかの形であそこに新たな展示物をもって、観光の１

つの拠点にしたいという考え方でおります。 

 

皆川委員  せっかく盛り上がって、これほど大成功に終わった風林火山博ですから、すっ

ぱりと切ってしまうということはまずいと思います。おくれてまだ見たいという

人や、山本勘助のことを知りたいという人は、武田神社の近くにそういうものが

あれば便利だと思うので、形は縮小しても置いておいてもらいたいと思います。

今、話を聞いていると、大分積極的に観光部としては、管財課に申し入れている

ようですが、ぜひ力強く話をしていただいて何としても、縮小してもこれは残し

ていただくという形で、継続していただければありがたいと思いますので、その

点は強く要望して終わります。 

 

       （富士山スバルラインの交通規制について） 

渡辺委員  富士山の８月のスバルラインの交通規制の問題は、観光部へ聞いていいですか。

あれは何年から行っているんですか。 
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金子観光資源課長  平成６年度からスタートをしております。 

 

渡辺委員  そうしますと、１４年間もあのように行っているということですよね。どうい

う交通手段でやっているんですか。 

 

金子観光資源課長  マイカー規制ですので、大型バス、タクシー、あと、自転車は通行可能という

ことで、公安委員会の交通規制でやっています。 

 

渡辺委員  大型バス、タクシーその他ということですが、大型バスはどこの会社の指定で

すか。 

 

金子観光資源課長  特に大型バスの会社の限定はございません。観光バスあるいは定期バス、すべ

てが通行可能ということでございます。 

 

渡辺委員  大型バスの会社を限定していないということですけれども、恐らくバスは

ディーゼルエンジンだと思うんです。今環境問題がこれだけ騒がれていて、皆さ

ん御存じのとおり長野県の上高地はＬＮＧのバスでしょう。１４年もたっていて

そういうことを考えないんですか、その点ちょっとお聞かせください。 

 

金子観光資源課長  現在、富士急が定期バスを出しておりますけれども、富士急には環境に配慮し

た天然ガスといった、そうした燃料で運行するように要請をしておりまして、大

分それが進んでいるというように、富士急ではそういう環境に配慮した整備をし

ていると聞いております。 

 

渡辺委員  ＬＮＧのバスは大分少ないように僕は見ています、富士急さん自体も。富士山

へ登らせる場合にはＬＮＧとか電気バスとか、そういうものでなきゃだめだとい

うような網はかけられないんですか。ディーゼルとかガソリンというのは、物す

ごい殺傷能力がありますから、こうやって地球温暖化なんていうときに、ディー

ゼルの排煙をまき散らすなんていう観光で、富士山が世界遺産になるのかなとい

う点も疑問になるんですけれども、どうでしょうか。 

 

金子観光資源課長  現在、道路公社が事務局となった富士スバルライン自動車利用適正化連絡協議

会で、マイカー規制を実施しているわけですけれども、協議会の中でもそういう

議論はありますので、業者にもそういう要請をしていきたいと思っております。 

 

渡辺委員  観光部の方から申し入れてもらいたいと思います。これだけ時代が進んでいて、

ＬＮＧの車がどんどん走っている状況ですから、富士山のマイカーの交通規制で

バスは、すべてＬＮＧもしくは公害が余りないという車に限定するということを、

ことしからぜひ観光部で言ってもらいたいと思うんですけれども、その点、どう

でしょう。 

 

金子観光資源課長  先ほど申し上げましたとおり、富士スバルライン自動車利用適正化連絡協議会

という組織がございまして、２１日に来年度のマイカー規制のあり方について検

討すると聞いております。私も委員ですので出席いたしますので、委員会でこう

いう意見があったということはお伝えをしたいと思います。 

 

渡辺委員  ぜひ課長さんそのとき声を大にして言ってください。もう１４年も経過してい

て、それくらいのことはとっくに皆さん気がつかなければ。他県では公害のない
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バッテリーバスとかに変えているという話を聞いていますけれども、ディーゼル

車の後を五合目までついていくと物すごい煙なので、あれでは困るなという感じ

がしました。 

 

深沢委員  この間たまたま外国から人が来て五合目に連れていったら、前を行くバスの煙

がひど過ぎた。ものすごく真っ黒な煙だった。あれは自分が本当に体験している

からよくわかる。 

 

金子観光資源課長  適正協議会で話題には出したいと思いますが、公安委員会の規制となっていま

すので、やはりそういう環境配慮型の燃料等を基準にした交通規制ということは

できないと考えます。ただ、各自動車会社、観光会社にはそういう環境配慮型の

大型バスを使用するようにという要請はできるかと思っております。 

 

渡辺委員  定期バスの会社に聞いたら、私どもは運賃をかなり安くして２,０００円とか

幾らだと言っていた。まけてやっていると。私は安くしてくれなくてもいいと

言った。上げてもいいじゃないかと言ったんですけど、定期バスの会社は安くす

るためディーゼルバスで運ぶ、そういう感覚を持っていますね。その辺りも検討

材料の１つとして、頭に入れておいてもらいたい。以上です。 

 

       （富士山の観光と環境問題について） 

棚本副委員長  私は毎朝、通勤途中にある岩殿山の坂道を下ると、向こう側に真っ白な富士が

見えるんですが、けさもすごくきれいでした。毎朝あそこを見ながら通えるわけ

ですから幸せだと思います。そこで、やはり観光部として、富士山を山梨の観光

としてしっかり売り出すことが大事だと思います。世界遺産に登録する、国際交

流ゾーンをつくるということであるなら、やはり観光も中心になって、売り出す

担当部として、垣根はあっても、協議会に持ち出して、対策をとってほしいと思

います。そしてごみの不法投棄があるということも、大変残念なことであります。

息の長い対策が必要でありましょうが。 

  それから、もう１点、世界遺産登録にしようという富士山の周辺がどうして自

殺の名所になるのか私にはわからない。富士山の周辺で自殺が起こること自体が、

本当に悲しむべきことだと思いますが、ましてや、世界遺産登録を目指す国際交

流ゾーンが、自殺の名所になってしまうのは私は非常に悲しいことだと思います。

こういう観点の中から行政の垣根を越えた観光部としての理念を、観光部長、

語っていただけますか。 

 

進藤観光部長  おっしゃるように富士山は国内はもとより、国際的観点で見た場合も、山梨の

世界に誇る日本の財産という位置づけだと思います。世界文化遺産への登録も進

んでいるということで、従来から観光部としましては、静岡県と一緒になって富

士山憲章というものをつくって、その推進を図ってきております。その中で、ご

みの問題とか、山岳トイレの改善の問題ということに取り組んでおります。やは

りこれからは環境と観光というものをどういうふうに調和させながら、環境を保

全・継承しながらいかに適正に利活用していくかというのが大きなテーマだと思

いますので、世界のモデルケースになるような意気込みで富士山の環境の保全と

適正な利活用ということを、観光部も一生懸命取り組んでいきたいと思っていま

す。 

 

棚本副委員長  ありがとうございました。富士山への入り道はいくつもありますが、私の地元

大月や上野原も昔から富士山への玄関口ということも承知しております。そうい
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う長い歴史の中でみると、富士山周辺だけが富士山世界遺産や国際交流ゾーンと

いうことではなくて、オール山梨、特に入り口である東部地域の一帯の環境も含

めた共通認識を持たなければならないと思っておりますが、なかなかまだ共通認

識を持つところまで行ってないように感じております。これから先、入り口であ

る東部地域一帯の環境を含めた共通認識について、観光部の認識をどう啓発して

いくのかお伺いします。 

 

進藤観光部長  先ほど言いましたように、富士山というのは山梨共通の大きな財産、しかも世

界に誇れるものでありますと同時に、やはり山梨の観光資源というのはそれぞれ

の地域にすぐれたものがたくさんあります。山岳景観につきましても富士山もそ

うですけれども、南アルプスも八ヶ岳南麓も奥秩父もあるということです。富士

山を突破口にして、そこからそれをどういうふうに全県下に波及させていくのか、

その効果をどういうふうに広げていくかというのは、今後の観光の進め方の１つ

だと思っています。そういう意味で、全県で富士山というものをまず共通な認識

として認めながら、さらにそのすそ野を広げるような展開をこれからしていく、

こういうやり方でいきたいと思っております。 

 

髙野委員  さっき渡辺委員や、深沢委員、棚本委員が実質的な問題に触れても、理念の問

題だけしかあなたたちは答えてない。排気ガスの問題に対して、少なくてももう

少し具体的な話が出てこないと、委員会を何度やっても意味はない。こちらは核

心の話をしている、そちらは総論を話すのでは少しおかしくないか。 

 

浅川委員長  先ほどの渡辺委員、深沢委員、今の髙野委員の問題も踏まえて、先程は少なく

ともスバルラインの排ガス等の環境問題をずっと質問していたけれども、それに

関して、課長の気持ちを述べてください。そうしないとまとまらない。 

 

金子観光資源課長  富士スバルラインのマイカー規制については、来週、一応来年度の計画が示さ

れる適正化連絡協議会があります。この中で先ほど渡辺委員からも御指摘がござ

いました富士山の環境問題、当然マイカーばかりではなく大型バスの環境問題と

いうのも重要なことだと思っています。適正連絡協議会の中で今まで話題になら

なかったかもしれませんが、今回はこういう委員会の質問等を受けまして、話題

にしていきたいと考えております。具体的にはそんな対応をしていきたいと考え

ております。 

 

髙野委員  いや、そういうことではなくて、富士山を世界遺産にしようと考えているとき

に、排ガスの話が出ても皆さん方は総論的な話ししかしない。これは森林環境部

にも企画部にも関係があり、とりあえず大型バスの規制をすれば、次には全域的

な乗用車も含めて、排気ガス問題を考えていくという方向になる。しかし、皆さ

ん方は表面的に触れるだけで、実際ここから中へ入っていない。具体的に言って

いるんだから具体的に答えることが必要だろう。例えば、森林環境部へも相談を

しながら、排ガス問題はバスやタクシーだけが通るその時期だけでも少なくても

皆さん方が考えてあげないと、富士山の世界遺産登録なんていうのはできるわけ

がない。こういう指摘をされたらそれに対応して具体的に進むという姿勢を見せ

てもらいたいと言っているんです。 

 

金子観光資源課長  観光部と森林環境部が連動しながら、今のお話を一緒になって考えていきたい

と思います。 
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髙野委員  皆さん方がまずやらないといけないことが何かということ。指摘されてそれが

いいと思ったらやる。世界遺産登録に向けて進んでいる最中にこういう指摘をさ

れたら、その指摘をされた部分に対しては、悪いことではなくて、世界遺産登録

のための１つの方策なんだから。それを都合が悪くなったら企画だとか環境へと

いう話ではなく、観光が一番中心になって、環境へも企画へも話をしながら、こ

ういう問題を１つ１つ詰めていったほうがいいのではないですかと聞いてるん

です。具体的に部長、答えてもらいたい。 

 

進藤観光部長  確かに今おっしゃられるように全庁的に対応していきたいと思いますので、世

界遺産の登録、それから、環境を所管する部局、観光部、一緒になりまして適正

化協議会も含めて、富士山の環境保全に役立つような方策をどういうふうに講じ

ていけるか、早速検討させていただきたいと思います。 

 

髙野委員  ２月の委員会あたりで多少の報告ができるように頼みます。 

 

白壁委員  環境を保全することは観光に絶対つながります。今言われているとおりだと思

います。環境を規制することによって公的な価値が高まっていくと絶対観光につ

ながります。ぜひ考えていただきたいと思います。 

ちょうど今富士山の話が出たんですが、資源課長、富士山の登山道の整備、な

ぜか知らないけど上りは土木、下りは観光で管理しているが、観光の方は浮石が

あって整備がまだ甘い。今後の方向性を出していただきたい。 

 

金子観光資源課長  富士山の下山道につきましては、業務委託という方法をとっております。７月

１日から８月３１日までが富士山の通行期間でございますけれども、通行前の安

全対策あるいは標識の適正な設置につきまして現在土木と同じレベルで整備委

託をしております。 

 

白壁委員  土木と同じレベルでやっていたら何も言わないんですけれども、土木と同じレ

ベルでやってないのでお話をしているわけです。富士山はまた崩落事故でもある

と大変なことになります。１つの石が２つに、２つの石が何千になってまた死人

が出る可能性もある、事故が起きる可能性もある。そういうところもしっかり気

をつけながら整備をしっかりしていただきたい。基本的には上りが土木、下りが

観光ということ自体が私はおかしいと思いますけれども、この辺も今後検討して

いただきたい、これは主張でございます。 

  それともう一つ、数日前にスポーツ新聞を見たら、最近はで三ッ峠が載ったり、

八ヶ岳が載っていたり、山へ登る人たちの情報がみんな出ているんですね。今、

山梨県へ登山のお客さんが、トレッキングやハイキングブームで来られていると

思うんですけれども、年間どのぐらい来ているかわかりますか。 

 

金子観光資源課長  富士山で言いますと、今年度１９万４千人来ております。他の具体的な数字は

今手持ちがございません。 

 

白壁委員  また後で示してください。これから登山のお客さんというのは相当観光に対し

ても寄与するものになると思います。一番問題は日帰りをしてしまうというとこ

ろだと思います。富士山は違いますが、ほかのところは日帰りをする。そこで宿

泊をさせるための手段というものをぜひ考えていただきたいと思いますけれど

も、この辺は何か考えていることがありますか。 
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金子観光資源課長  山岳登山はやはり山小屋利用というのが非常に重要だと思います。山小屋につ

きましては現在トイレが環境保全型でないということで不評もございます。そう

いう意味で、山小屋トイレの環境問題についても、積極的に今対応しているとこ

ろでございます。 

 

白壁委員  そういう話ではなくて、例えばハイキングに来るお客さんがいっぱいいるじゃ

ないですか。そういう人たちも何とか一泊させるような手法を、考えていただき

たいということを聞いているわけです。 

 

 

堀内観光振興課長  白壁先生がおっしゃるように、特にシニア層が山に登るというニーズは非常に

ふえております。今展開している大型観光キャンペーンにおきましても、例えば

山に登った後いい温泉がありますよとか、こういうおいしい食べ物があります、

ほかにもこういう魅力がありますというコースづくりをして、トータルとして山

登りだけではなくていろんな魅力を、楽しんでいただけるような情報提供を今進

めているところでございます。 

 

金丸委員  以前、天野知事は「環境・人・山梨」、山本知事のときは「環境日本一」とい

うような言葉も使いました。そして今柿沢顧問は「環境観光立県」というような

言葉を使っているという話を聞いているんですが、先ほどいろんな環境問題を絡

めての話がありました。２月の議会あたりに向けて一定の整理がされればいいな

と私は思いますので、「環境観光立県」という視点で問題を考えてください。問

題提起をさせていただいて、答えはいりません。 

 

主な質疑等  農政部関係 

  

※第１２７号 平成十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政商工観光委員会

関係のもの 

 

質 疑 なし 

 

討 論 なし 

 

採 決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 ※所管事項  

 

質疑 

（食肉流通センターについて） 

渡辺委員  畜産課長に聞きたいのですけれども、石和にあります食肉流通センターは、十

四、五年前ですか、職員による使い込み事件があってからかなり経過しているん

ですけれども、この間行ってみたらまだ経営が非常に厳しいということでした。

経営の合理化をするには一頭でも余計に牛でも豚でも屠殺しなければならない

という状況です。そういう状況を踏まえた中で、県で補助金をだしたらどうかと

思いましたもので、その状況を教えてください。 

 

渡辺畜産課長  食肉流通センターは、平成２年に起きました職員の横領事件により、平成３年

８月に会社として再建設立されて以降、県の出資、経済団体の出資のもとに、お
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おむね順調に経営を続けてきましたけれども、平成１３年に発生したＢＳＥを契

機に、屠畜頭数が減ってきたこと及びその後のいろいろな偽装事件、そしてやは

り農家からの出荷頭数が集まらないという状況もございますが、昨年度から経営

検討会議に外部から委員をお願いするなどして進めてまいりまして、今年度をス

タート年度とする改善計画を進行しております。今年度については赤字体質から

脱却して経費を削減したりする中で、今のところ順調に当期利益が黒字になる見

込みでございます。 

  県の支援としましては、今までも施設整備はすべて農畜産業振興機構の補助残

を県が債務負担行為で行っております。また、経営検討会議の中でも今後も施設

整備の新たなものは支援していくという方針も出ております。今後はブランド化

を目指した生産物を農家と一体となって生産しながら、ブランド生産物の流通の

拠点としてさらに発展をさせていくべく経営努力をしております。 

 

渡辺委員  前の畜産課長さんが今社長をされているようでして、冷凍設備ですとか、いろ

いろな設備がありますが、年数がたってきたり、故障とかがあるようですけれど

も、よろしくお願いします。 

 

渡辺畜産課長  施設の整備計画を立てる中で、以前、HACCPに基づく屠畜解体ラインを整備し

ましたので、今後は冷蔵庫等問題が起きるところを検討してまいります。 

 

       （農業改良普及指導組織の見直し） 

金丸委員  ６月と９月に農業改良普及センター指導のことについて質問をさせていただ

きました。新しい横内知事が農業改良普及センターの再構築という問題を掲げら

れて、議論も何回かしてきたわけですけれども、年内に一定の方向をということ

で、農業ルネサンス大綱も出されたりして、検討いただいているかと思っている

わけです。私が言いたいのは、従前からも申し上げていますが、農家の皆さんが

身近で普及指導をしていただきたいという意見が、圧倒的に強いということであ

ります。 

  そうした中で県におきましても、普及指導組織の見直しということで御議論い

ただいているようです。検討の中でメリット・デメリットなどが分析されたり、

今後の人員の配置体制などについても、検討されているように伺っていますが、

従前から言ってきましたように、現在は中央拠点と農務事務所にそれぞれ人が配

置されているわけですが、やっぱり農家指導を強力に進めてもらいたい。技術研

究ももちろんでありますが、技術研究は中央拠点の総合農業技術センターなり、

果樹試験場で行ってもらい、農家に近いところで指導ができる配置の見直しを要

請したいと思っております。この辺について先ほど申し上げた年内の方向づけ、

あるいは、今の議論の状況などについてお考えを示してもらえればと思っており

ます。 

 

山本農業技術課長  ６月、９月の議会においても御質問いただいておりまして、その中で現場の身

近に普及指導員を置いてほしいという意見もございましたし、あるいは、農務事

務所あるいは中央拠点に対して、相談がしにくいなどという意見もいただいてお

ります。そういう中で４月から関係者、あるいは農家を対象にしたアンケート調

査をしてきたところでして、その中にはやはり身近なところで迅速に対応してほ

しいという御意見がございますし、あるいは、また農家の方々が相談する場合に

どちらの方に相談したたらいいのかわからない、あるいは、１７年までは普及セ

ンターという名称があったけれども、普及センターという名称がなくなってし

まったため、従来の普及センターがなくなったじゃないかというような意見もい
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ただいております。 

  １つにはやはりわかりやすい名称を表示していかないとならないのではない

かということを検討しております。また、今、先生も御指摘のように、現場の部

門に普及指導の体制をもう少し厚くしてほしいという意見もございますので、地

域の実態に合った普及活動が進められるように、農務事務所に普及指導員の増員

を検討しているところでございます。 

  それから、我々県が行う普及指導以外にＪＡ、農協のやはり営農指導という役

割もございます。ＪＡと私どもの関係者が集まったＪＡの営農指導と普及活動と

の連携強化推進会議というものを設けまして、その中で役割分担等を決めながら、

連携方針を今策定をしているところでして、その策定を年度内にはしていきたい

と考えておりますが、その連携方針が出たところで具体的に試行的にできるとこ

ろから、活動をしていくということで進めていきたい。それを検証しながら、な

おかつＪＡと県との連携強化を図っていきたいということで今進めているとこ

ろでございます。 

 

金丸委員  昨日、鈴木議員の一般質問の答弁の中で、ＪＡとの営農関係、あるいは技術指

導などの問題についてＪＡにゆだねるという話がありました。それはそれで理解

できるし、今後そういうことも大切にしていかないといけないとは思うのですけ

れども、現実の問題としてＪＡの営農・技術指導というのは、県の職員、普及指

導員などから比べると、そんなことを言うと怒られるかもしれませんが、研究な

どの点からいくとやっぱりちょっと落差があるかなと私は思っていまして、それ

にはしっかり県などがＪＡの人たちの指導を重ねていって、初めてできると思っ

ています。農家が頼りにするのはやっぱり県の普及指導員の皆さんで、講習会や、

記事になっていることだとか、ちょっとした相談をしたいという考え方が強い。

農協の職員だといつでも話ができるから、あまり頼りにしてという雰囲気になか

なか正直言ってなり得てないというのが、現状ではないかと私は思っているわけ

でして、この辺についてはどんなふうにお考えなんでしょうか。 

 

山本農業技術課長  私どももＪＡの実態の部分でいろいろ情報等をとりましたが、その中で確かに

ＪＡごとに温度差はございます。そういう中でやはり我々も県としての普及指導

をしていかないとならないのですが、技術的な統一も含めて我々としても研修等

で支援をしていきたいと思いますし、また、ＪＡそのものもできるだけ地域を単

位とした連携を強化するというようなことですので、推進会議等を定期的にお願

いしようと考えているところでございます。 

 

金丸委員  ＪＡの方は関連をしたからちょっと発言したんです。私はここでの議論として

はあくまでも県の普及指導員の配置の問題にこだわるわけでありますが、現状中

央拠点と４つの農務事務所に配置をされている指導員は７４人ということでい

いですか。 

 

山本農業技術課長  そのとおりでございます。中央拠点が４３名、それから農務事務所が３１名と

いうことで７４名でございます。あと本課に１人、普及指導の資格者がいますの

で、トータルでは普及指導関係で７５名でございます。 

 

金丸委員  見直しになる前の農業試験場あるいは総合農業技術センターなど畜産試験場

も含めて、そういうところに配置していた人は何人で、８つの農務事務所あるい

はその出張所のような普及センターに、配置していた人というのはどんな比率に

なっていましたか。 
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山本農業技術課長  普及に携わる者としては、１８年度では、全体では８１名、この中には副所長、

副場長３名も入っておりますので、これを引きますと、実質動ける職員というの

は７８名ということになります。済みません、手持ちにはちょっと１８年しかご

ざいませんので。 

 

金丸委員  普及の制度が変わる前は中央拠点のようなところにそんなに多く配置しなく

て、農務事務所に相当数が配置されていたと私は理解しているんですが、今の配

置だと中央拠点の方が比率としては５０％以上の配置になっているわけですね。

従前は中央拠点のようなところの方が少なくて、通常の方が多かったと理解して

いいかどうか。 

 

山本農業技術課長  先ほどの数字は１８年ということで、新しく組織した後の数字でございますけ

れども、今、先生の御質問の１７年以前については中央拠点というものはござい

ませんで、農業改良普及センターがあって、そこで地域の農業関係の技術指導や

ら地元民の指導をしていました。そのときの組織の数は、支所まで含めて１１カ

所で、総数ですと１７年度は、本庁の職員まで含めてですけれども、普及に関係

する職員ということで８６名でございました。済みません、１７年のときの各普

及センターごとの人数の数字を持ち合わせておりませんので、全体とすれば８６

名ということでございます。 

 

金丸委員  質問の仕方が悪いのかもしれないけれども、当時中央拠点というのはないとい

うことは僕もわかるが、農業試験場とか、果樹試験場とか、畜産試験場とかに配

置した人員と、それから、８農務事務所に配置した普及員の比率を言っているん

です。今配置されている比率は、７４、５人ということになれば中央拠点が４３

人で、農務事務所が３１人か３２人ということだね。８６名のうち中央拠点より

農務事務所の方が配置比率が高かった１７年から比べると、地元指導をする人が

少なくなっている。もちろん中央拠点にいる普及員も地元指導をされるけれども、

農家から見ると中央拠点まではなかなか、例えばアルプスの方から山梨の果樹試

験場まで行かなければならないとか、こっちから来てほしいと言っても距離が遠

くなっちゃって、そういうデメリットなども集約されている面がありますよね。

そういうことから当時の状況を聞いて、今度、再構築の中では農務事務所への配

置の比率を高くすることの必要性を、私は提起をしているということなんです。 

 

山本農業技術課長  説明不足だったかもしれませんが、１７年度以前は試験研究はあくまでも試験

研究をしていたところです。現場の方で技術指導をするという面では農業改良普

及センター、それが１８年度の組織再編によって、中央拠点ということで試験場

の近く、あるいは、試験場の中に置かれまして、そこでレベルの高い試験研究機

関が研究開発したものをもとにしながら、高度な技術指導をやっていこうという

のを中央拠点と言っております。中央拠点と農務事務所の差、比率ですけれども、

それが現状では先ほど申し上げましたように４３対３１ということで、約６対４

ぐらいの割合で現場で指導する農務事務所の方が低い。中央拠点で高度な技術を

ということで、農業試験研究機関が開発したものを含めた高度な技術を指導する

ということが、６割という配置になっているということです。ですから、試験研

究そのものはまた試験研究としての機関がある、こういうことで御理解いただき

たいと思います。 

 

金丸委員  今新しくなってからは６対４の比率だけれども、１７年当時は逆じゃなかった



平成１９年１２月定例会・農政商工観光委員会会議録 

- 25 - 

かと。普及所に居る人たちの方が数が多くて、試験場に居る人の方が少なかった

のじゃないかということを、お聞きしているんですがね。 

 

山本農業技術課長  試験研究機関には、現場で普及指導をする職員でなくて、あくまでも試験研究

に携わる人間ということですので、今、先生の御質問は中央拠点と現場の農務事

務所、それがどのくらいの割合なのかという御質問だと思いますけれども、それ

プラスあと研究員というのがいますから、それは普及活動とはちょっと別の問題

になります。 

 １７年の普及指導員、前は改良普及員でしたけれども、その数が８６名でござ

います。事務所に申し上げますと、峡中農業改良普及センターが１４名、それか

ら、北巨摩農業改良普及センターが１３名、後に組織再編して中北として統合し

ておりますけれども、それから峡東関係で、東八代農業改良普及センターが１１

名、東山梨農業改良普及センターが同じく１１名で、合わせて今の峡東農務事務

所管内は２２名。それから、前の西八代農業改良普及センターが８名、南巨摩農

業改良普及センターが７名、トータルで峡南農務事務所として１５名。それから、

富士北麓東部関係でございますけれども、南都留農業改良普及センターが９名、

北都留農業改良普及センターが７名、合わせて１６名が現在の富士・東部農務事

務所という状況でございます。それに加えて、技術指導監が１名、それから、専

門技術員が５名いてトータルで８６名、これが普及関係の職員数です。 

 

金丸委員  １７年以前の農業改良普及指導員の配置、これは８つの農務事務所へ配置をし

ていた人数ということで理解していいですね。そうすると、現在の４つの農務事

務所に配置をしている普及指導員の数はどうなるんですか。 

 

山本農業技術課長  先ほど申し上げましたように全体では３１名でございまして、中北農務事務所

が９名、それから、峡東農務事務所が９名、峡南が７名、富士・東部が６名とい

うことになります。 

 

金丸委員  以前普及指導に当たっていた人がトータルで８６人ですね。現在は３１名とい

うことで、中央拠点の人ももちろん普及指導をするということは承知をしていま

すが、農家からすると今までの農務事務所の普及指導員というのが一番身近にい

て、相談しやすいということと、もう一方では現場で働いている人たちも、どち

らが行ったらいいのかというような惑いも一面ではあるとも聞いています。例え

ば風水害などの被害が出たときに、その調査へ両方から行くというような、非効

率な面もあるとも聞いているんですよ。 

  現場で働いている人たちの中でも、今の組織になってからなかなかうまく仕事

が回ってないという感じを持って働いているというような声も少し聞いている

んです。農家の方もなかなか遠くなってしまって、相談しづらいという意見が

あって、きめの細かい指導がなかなか行き渡らないという状況にあると私は理解

をしているんですよ。本庁にいる人たちは本当に従前の１７年以前よりも、今の

方が職員のチームワークも、それから農家指導もうまくいっているという認識な

のかどうか、ここのところが一番大事だと思っている。 

  横内知事がわざわざ知事選の際に、農業普及改良センターの再構築といったの

は、そういう声がやっぱり耳に入ったから、わざわざあの問題を取り上げたんだ

と私は思っているんですよ。６月・９月の時にも言ったから繰り返しになるかも

しれないけれども、知事選の時、農家の皆さんにとって大きな争点になったこと

は間違いない。知事の公約だから理解をして廃止について検討する必要があるん

ではないかということですが、正直のところ、今の現場で働いている職員の意向
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というのはどうなんですか。 

 

山本農業技術課長  組織再編して今年は２年になろうとしているんですが、確かに実際に作業を進

めていく、また、指導の中で重複する部分もあるような話も出ております。そう

いう中で今回再度見直しの検討を進めているところですが、中央拠点と農務事務

所は、どういう形でどの部分をどうすればいいかということで、今、検討を進め

ているところでございます。特に中央拠点の職員については試験研究機関に近い

ということで、高度な技術の情報は得やすいという話も出ておりますし、また、

今までの中央拠点がない場合ですと、現場に一番近い農業改良普及センターの職

員は、一度専門技術員に紹介をしてそれから試験所へ行くということでしたが、

今度は例えば一緒に中央の拠点の職員と現場に出られるということで、スムーズ

に指導できたような意見も一方でございます。全体とすればいい面もあるけれど

も悪い面もある。そういう中で今回どういうふうに円滑に指導ができるかという

ことで、現在、検討をしているところでございます。 

 

金丸委員  高度な技術研究をする中央拠点という位置づけはもちろん必要でありますが、

職員の意見、ほかに農家の意見、それがおおむね現場にできるだけ近い農務事務

所にという声が強いということであれば、人員が削減されている中で、従前まで

戻せとは言わないけれども、農務事務所の方に４分の３とか、３分の２とかいう

ような人員配置をお願いしたい。何となくこういう声があるから、中央拠点から

少し農務事務所に回すかということでなく、何回となく委員会でも議論をしてき

ているわけだから、このことを踏まえて配置をする必要があるんじゃないかとい

うことを提起します。その配置の問題について答えてくれますか。 

 

遠藤農政部長  普及指導員の配置につきましては、現在、総合農業技術センター等の中央拠点

と、それから、各地域の農務事務所の農業農村支援課に配置しております。その

中で、今、先生御指摘のように、昨年４月に新しい制度になった中で、現場の声

が遠くなったとか、現場の相談をどこにしたらいいかわからないとか、いろいろ

御指摘をいただいております。さらに今般ルネサンス大綱をこの１２月に策定す

る予定でございますが、その新しい施策に対応していくためにも、やはり各農務

事務所に増員を検討しております。ただ、増員数につきましては、地域農業の特

性やＪＡの営農指導との連携状況、それから、対象団体数とかエリアの広さ等を

勘案しながら、増員数については検討をしていくこととしております。 

 

金丸委員  わかりました。大幅な増員配置をということを私は申し上げておきます。それ

から、将来的にＪＡとの連携、県の普及員によるＪＡの職員の指導は大切なこと

だと思います。ただ、現状ではＪＡに余り頼り過ぎると、間違いが起こりやすい

と提起をしておきたいと思っております。 

  最後にもう１点だけ、農務事務所なり中央拠点の所長を初めとした関係者の声

なども、しんしゃくをした上で配置をされるように求めて、見解はいいですから

終わりたいと思います。 

 

棚本副委員長  今、部長さんの発言の中でバランスを変えたいという回答だったと思いますが、

変えた場合に今まで継続している指導研究というのは、簡単にバランスを変えて

も大丈夫な程度の小規模の指導研究を、この２年間でされているということで

しょうか。そこだけ聞きたいと思います。 

 

山本農業技術課長  試験研究はもともと試験場でございます。たまたま前の総合農業試験場が総合
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農業技術センターという名称なんですけれども、そこの試験研究機関については、

それぞれ地元の声を聞きながら研究は進めております。その成果をどういうよう

に現場におろすかということで中央拠点あるいは、農務事務所の役割として、普

及指導をしているということですので、今まであるいは今まで以上にいろいろの

御批判などの声も踏まえて一生懸命普及活動に取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

 

棚本副委員長  わかりました。やはり現場重視の方がいいということは私もそのとおりだと思

います。ただ、それに当たって農務の組織の新たなる再編の中でこの２年の指導

研究というものも、バランスを変える中で崩さないような最低限の保持をしなが

ら、ぜひよりよい農政が進められることをお願い申し上げて、終わらせていただ

きます。 

 

髙野委員  今、金丸委員が言ったように、知事も再構築という話をしていますから、多分

公約違反にならないような再構築にはなると思いますし、また期待もしておりま

す。ただ、普及改良センターは１１カ所あったのをなくしたのではないんですよ

ね、そこのところをはっきり聞きたい。 

 

山本農業技術課長  農業改良センターという名称はなくなったんですけれども、機能は中央拠点あ

るいは農務事務所の農業農村支援課で持っておりますので、基本的にはなくなっ

たということではございません。 

 

髙野委員  それが一般の人にしてみると、看板がないことで普及センターがなくなったと

考えている人が非常に多いわけですよね。中央拠点や農務事務所がその普及の役

割をしているであれば、それをまず知らしめることが大事で、それを知らしめな

いから混乱してしまっているような気がするんだけれども、そういう部分では努

力はされているのか。 

 

山本農業技術課長  農家の意向調査、あるいは、今回のルネサンスのパブリックコメント等を見ま

すと、やはり普及センターという名称がなくなったために、どこかへ行ってし

まったのではないかという認識も多く、また相談をどこにしたらいいかわからな

いという御意見もいただいております。今まで農業改良普及センターということ

で親しまれていた名前についても、現状の農務事務所あるいは中央拠点の技術普

及部、これらの組織についてもやはり親しみのある普及センターという名前も、

二枚看板ですけれどもつけたらどうかと、今、検討しているところでございます。 

 

髙野委員  なるべくであれば普及改良センターという看板をつくってもらいたい。少なく

とも４つの農務事務所と３つの試験機関の７カ所で、金丸委員が言うように４分

の３ぐらいの率で残るわけだから、それは極力そういう方向で進んでもらいたい

なと思いますし、やっぱり看板のあるないによって職員の意識も変わってくると

思うんですよね。ただ、農政は見ていると、自分たちでこういう方向で進めるぞ

という意識がどうも職員全体につながってない、そういう傾向が強いんじゃなか

ろうかと思います。先程普及員の数の問題も出ましたけれども、いろんな計画に

よってどこの部署も人が減っている。農政も当然人が減るだろうと思いますけれ

ども、人が減ってもより効果的にするためには、農政部が一生懸命努力をしない

ことには進んでいかないと思うんです。どういう形に変革しても、その部分だけ

はしっかりアピールしていく、その辺の決意も述べてもらいたい。 
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山本農業技術課長 確かに、職員の意識高揚も一緒になって進めていかないとなりませんけれども、

今回、先ほど申し上げましたような、わかりやすい事務所のための名称の変更、

あるいは、現場への迅速かつきめ細かな普及ができるようにということの、中央

拠点から農務事務所への人員の増、あとは、ＪＡとの連携強化というようなこと

を、今、検討しているところでございます。いずれこれを具体的に２０年度から

執行していく考えでございますので、３月以降にいろいろな場面を使って、例え

ばパンフレットあるいはホームページとか、もちろん現場においては農協、市町

村への説明会等をいたしまして、農家あるいは関係団体に周知できるように努力

していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

髙野委員  一般の相談と高度な技術に関する相談というのが変わってくると思う。お百姓

さんもいろんな種類がいて、県にも農協にもお世話にはなりませんよ、私たちは

販路まで自分たちで開拓するよという人が２割いて、県と同じぐらいの能力人た

ちが３割いるとすれば、県の役割とは残りの５０％の人たちのためだと、私は

思っている。この人たちがわかりやすいように、窓口がどこにあるのか、どの窓

口へ相談していいのか、もうちょっと高度な部分についてはどこへ相談したらい

いのかと、この割り振りだけは県の方で責任持ってしてもらわないと、再構築と

なっても、実際その役割を果たさないという場面がすごく出てくると思う。そう

いう部分についてもうちょっと詳しく教えてもらいたい。 

 

山本農業技術課長  今回１８年度の組織再編では、中央拠点として先進農家を中心にしながら、県

下全域を対象にした試験研究機関などの技術普及支援ということを中心してお

り、また農務事務所につきましては、一般的な生産技術あるいは地域づくりと

いった支援をするということですけれども、ともあれ、まず中央拠点にしても支

援課にしても、相談があったら即対応していく。その中で中央拠点と農務事務所

で必要に応じて連携をとりながら、あるいは、どちらか片方で指導していくよう

な体制づくりをとってみたい。それには業務の内容についても検討していかなけ

ればなりませんけれども、当然農家が支援を受けやすい、あるいは、相談しやす

いそういう普及組織にしていきたいと考えております。 

 

髙野委員  窓口はどこになるのかということを一番基本にしてもらいたいということな

んです。窓口を中央拠点でもよし、農務事務所でもよしとなると、私は農務事務

所へ行ったら対応が悪かったと、私は中央拠点へ行ったら対応よかったと、こう

いう違いをつくるなということです。要はすべての窓口は例えば農務事務所に

あって、農務事務所で話を聞いたとき、この問題はむしろ中央拠点に行くべき話

だから、例えば私が一緒に行きましょうとか、私が連絡しますから行ってくださ

いというすみ分けができないと、中央拠点へ行く人は勝手に行って、農務事務所

へ行く人は農務事務所だけとなってしまう。窓口業務をしっかりしないと、そこ

をどうすり合わせをするのか。 

 

山本農業技術課長  今の御意見もいただきながら、その辺の体制を検討してみたいと考えます。 

 

髙野委員  それは大いに検討してください。そうしないと、どこへ相談を持っていけばい

いかわからなくなってしまう。そしてホームページで農業ルネサンスが表示され

たけれど、パブリックコメントをとると、普通では２つか３つしか返ってこない

んだけれども、今回このパブリックコメントにはどういう形で何通ぐらいあった

のか、その詳細を教えてくれませんか。 
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安藤農政総務課長  パブリックコメントの提出数は個人が２９、団体が１です。重複した意見があ

る場合がございますので、意見数では５３件になります。 

 

髙野委員  では、そのうち一番多かった内容というのはどんなものか。 

 

安藤農政総務課長  ５３件のうち最も多いのは、普及指導体制にかかわるものでして２４件です。

これが圧倒的に多かったという状況でございます。 

 

髙野委員  いや、１つじゃなくて３位ぐらいまで教えてもらいたい。 

 

安藤農政総務課長  普及関係が２４件で一番多くありました。次が女性農業者の育成に関する意見

で３件、それから、農産物のＰＲに関する意見が２件、あとはいろいろな意見が

ございました。 

 

髙野委員  ほかのものに比べると断トツで普及関係の関心が高いということですね。この

前の全員協議会のときに、私が知事によく念押ししたんだけれども、要するに地

域の声というのはパブリックコメントで一番わかるんじゃないかと思う。そのパ

ブリックコメントの意見というものは非常に大切にしてもらわないと、またそれ

を県政に反映しないと意味がないですよという話を、よく知事に念押しをしまし

た。知事もまさにそのとおりだという話でした。本当に、今、農家も厳しい、農

家だけでなくすべてが厳しい部分で、今、山梨の農政はどうしなければならない

ということも考えながら、この普及というものを非常に重くとらえてもらわない

と、山梨の農業は死んでしまうのではなかろうかと、そんな気がしております。 

  きょうの山日にも「強化望みたい農業指導体制」という意見が載っていました

が、こういう文章が出るということは、それだけ今に不満があるということだか

ら、不満が解消できるような体制をつくっていただきたい。土木だって２つの事

務所が１つになったりと、いろんな改革をしているんですよね。だから、当然、

農政も改革があって当たり前、今まで以上のサービスが受けられるなんていうこ

とはだれも期待してないけれども、サービスが少しでも落ちていかないようなこ

とを皆さんに望んでいるんだから、その辺について、部長、一言総まとめをして

もらって終わりましょう。 

 

遠藤農政部長  ただいま髙野先生から御指摘がありましたように、１８年４月からの普及体制

につきましては、前よりも地域に密着した声が届かないとか、それから、遠くなっ

たという非常に厳しい御指摘があります。そういう御批判に対応するとともに、

それから、やはり今後農業ルネサンス大綱を実施していくため、現場も含めて農

政部挙げて頑張っていかなければいけない状況でございますので、そういう視点

も踏まえて人員の再配置、また、普及センターの名称の表示とか、窓口の明確化

も含めた活動方法の改善、それから、中央拠点と農務事務所の業務分掌の見直し

等を行いまして、普及指導組織につきましては普及センターの再構築と言えるよ

うに、２０年度の実施に向けて見直しを進めていきたいと思っております。 

 

       （耕作放棄地対策について） 

白壁委員  今、議会でも相当耕作放棄地について話題になっております。今、現状で県内

の耕作放棄地というのはどのくらいあるか把握されているでしょうか。 

 

猗股農村振興課長  山梨県内の耕作放棄地につきましては、２００５年の農林業センサスによりま

すと３,２５２ヘクタールということで、率にして１４.７％となっております。 
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白壁委員  今、市町村で国の委託事業で耕作放棄地のまとめをしているんではないですか。

その結果は１１月に出たんじゃないですか。２００５年でなく直近の数字を教え

てください。 

 

猗股農村振興課長  現在市町村で取りまとめているのは、耕作放棄地がどこにどのようにあるのか

というのを一筆調査という形で図面に落としています。 

 

白壁委員  ヘクタールも書いてあるじゃない。 

 

猗股農村振興課長  ヘクタールは書いてあるところと書いてないところがありまして、各市町村で

は今どこにどういう耕作放棄地があるのかを、一筆ごと図面に落としているとい

う状況でございます。 

 

白壁委員  面積書いてあると思ったんですが書いてないんですか。地図上でどこにあって、

それを色分けするだけみたいなものなんですかね。それでその耕作放棄地が三千

何がしあると、多分今はもっとふえているんではないかと思いますけれども、そ

の対策が相当議会の中でも取り上げられております。新しい情報が入ってきまし

て、牛をそこに放牧して耕作放棄地対策をしているなんていう話がありますが、

その点についていかがでしょうか。 

 

猗股農村振興課長  確かに先生が言われるとおり、実際には面積まで把握できればいいんですけれ

ども、なかなか登記簿上の面積と実際が違うこともありまして、実際に調査をし

ている市町村と調査をしてない市町村とではちょっと温度差があります。この市

町村が調査した面積をもとに、来年度、それぞれの市町村では生産活用農地とし

て担い手なり、農業生産法人に農地集積して、生産性の上がる農地として活用し

ていく農地、あるいは、多面的活用農地としまして、山地地帯で少し生産条件の

悪いところにつきましては、体験農園あるいは市民農園等の活動の場として使っ

ていく。または牛などの放牧地としても利用していく。もっと山つきの生産条件

の悪いところにつきましては、山と農家と集落等の間で緩衝帯をつくるような面

積等も考えていきたい。その実際の県の指針を来年からつくっていく予定です。

市町村におきましては平成２０年から５カ年間ぐらいで、何とか耕作放棄地の解

消を目指す取り組みをしていきたいと考えております。 

 

       （農地転用手続について） 

白壁委員  もう１点、行政手続法第１条第１項国民の権利で、特に農転の許可後に対する

行政手続について、プロの皆さんはどう考えますか。 

 

 

猗股農村振興課長  農地転用後の変更ということにつきましては、原則として農地法第８３条２の

規定によりまして、これは許可を取り消しということになっております。 

 

白壁委員  行政手続法第１条第１項です。農地法第８３条の２ではないです。 

 

猗股農村振興課長  農地の転用の方は農地法の方で処理されるものですから、農地の転用というの

は農地法あるいは農地転用関係要領など、関係する国の通知に具体的な手順が示

されておりまして、県はその国の手順に基づいて転用処理を進めているのが実態

であります。 
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白壁委員  それを行政手続というんでしょうけれども、例えば農地転用を申請しました。

その申請後手つかずのままになっているところというのは把握されていますよ

ね。手つかずになっているところ、おくれているところに対してまず督促をしま

すね。だめであれば出頭させますね。出頭した後に今度はそれを台帳に残します

ね。これはたしか農林省の構造改善局長かなにかの通達で来ていると思いますけ

れども、この辺いかがでしょうか。 

 

猗股農村振興課長  私どもの方では転用をされた後に活用されないという農地につきましては、残

念ながらちょっと今資料を持ち合わせておりません。 

 

白壁委員  構造改善局長の通知の中で、台帳に残せということになっていて、やらないと

ならないことなんでしょうけれども、今、現状としてやられてないようでしたら、

またこれから改善していただきたいと思います。 

  そして、まず５条の関係、５条というのは私が今さら申し上げることもありま

せんが、例えば家や建物をつくる場合には、建築確認を出して、それから地元の

農業委員会が現地を確認した後に、正式に許可がおりるということになっていま

す。５条の申請に基づいて許可を出したもの対して未着工だという人が、にっち

もさっちもいかない状態になった。倒産したとか、破綻したとか、幾つか理由が

あると思うんですね。これも先程の通知かなにかに出ているんですね。どうして

もその方が家を建てられなくなって、変更届を出して変更しないとならないと

いったときに、どういう条件があるんでしょう、その点ついて教えてください。 

 

猗股農村振興課長  今の先生の御質問の件につきましては、例えば申請を出した後に破産宣告をう

けた、あるいは、申請した人が死亡したとか、本人の過失ではない部分につきま

しては変更する手続もございます。故意あるいは悪意をもって一時期はやったよ

うな土地転がし的な対応もありますことから、この分につきましては私どもも厳

格な審査をさせていただいております。 

 

白壁委員  例えば健全なまじめな県民であって、その方がその土地を買われたて農転した。

その方がたまたま何かの環境によってどうしても家が建てられない。極めてまじ

めな人ですが、この人がどうしても建てられない状況になった。それで変更届を

出したいというときにどうしたらいいでしょうか。 

 

猗股農村振興課長  私どもがすべての人の評価をしているわけではないですから、なかなか難しい

部分はあるんですけれども、一時期自分の家を建てるということで転用して、資

材置き場なりに転用した事例も非常に多く見られました。そこで以前、県でもそ

ういったものに対する基準を強化をしています。ですから、どうしてもやむを得

ず変更しなければならない、農地法５条で得た許可をだれかに承継しなきゃなら

ないという場合には、ぜひ農業委員会、あるいは市町村との協議をする中で、県

の方へ申請書を上げていただきたいと思います。 

 

白壁委員  甲府だけ農地法の３・４・５条ができるけれど、ほかの市町村は農転ができな

いので県にお願いをする。先ほどあったような農務事務所を通して本課に出すと

なったときに、出先がいいと言っても本課がだめというときもあるんですね。一

番詳しいのは地元の農業委員会なんですよ。月に１回農業委員会を開いて、現地

をもちろん確認をして会議を開いて、決定を出すわけですけれども、一番詳しい

地元の委員会から申請が上がったにもかかわらず、県の本課の方でペケにした場
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合という事例があったとしたらどうしましょう。 

 

猗股農村振興課長  県の方では県下全体を平らな目で見させていただいています。１つの基準の中

ですべてを同じ土俵で定義をさせていただいています。それともう１点、私ども

は返すときにすべて不許可かということではなくて、できたらこの分をもう少し

資料の整理をしてくださいということで、お願いをしている状況であります。 

 

白壁委員  そうですね、付せんというやり方ですね。だけど、通達の中に、農地転用許可

後の転用事業の促進等に関する事務処理についてという中の第２の（５）で、承

認なのか不承認なのか、これを明確にしろと出ています。 

  ある事例がありまして、この方は土地を買いました。そうしたらやくざに印鑑

証明を貸してくれとだまされた。それを今度は取り返すために銀行で借金をして、

まだ土地の代金も残っている。そのときの書類は青色申告して、赤字、まさしく

生活困窮者となった。この（５）で「転用事業者が経済的に困窮し、また当初の

申請に添付した」云々というのがありますね。このまさしく経済的困窮になった

んです。だれがどんなに見ても生活困窮者だ。でも、付せんというものがありま

して、その中にはいろいろ書いてあるんですね。次の理由により申請書を返戻す

る、今回の申請は事業云々という付せんが出ている。これは去年の１０月です。 

  農地を確保するのは当然です。だけど、これはだれが見ても聞いても、第三者

機関に出してもこれは悪質じゃないんです。絶対ない、どう考えてもないです。

これだけの資料が整っている。こういうときには、その方々の立場もよく考えて

いただいて、そして行政手続法の第１条第１項に何て書いてあるかというと、「国

民の権利利益の保護に資することを目的とする」とあるんです。僕はこういう考

え方がやっぱりもとにあるんじゃないかと思うんです。最後、部長さんからお話

を聞いて終わります。 

 

遠藤農政部長  農地行政につきましては、農地法の法律でしっかり決まっておりまして、国・

県・市町村、それから農業委員会、それぞれ法律の体系のもとで、全国一律の基

準によりまして運用しているものでございます。今の先生からお話のありました

事案でございますが、この種の事案につきましては農務事務所、それから、本庁

の担当課の方でよく相談いただきまして、やはり県としても全国の基準というも

のがございますので、それに応じて対応させていただかざるを得ないところがあ

りますので、それについては御理解をお願いいたします。 

 

白壁委員  わかります、法的なものもわかる。だけど、最後、裁量があるんですよ。その

裁量がどういうところにあるかというのが一番重要なところなんです。ずっと許

可か不許可で延ばすということはおかしいと思うんです。それだけの証拠書類が

整っているんです、完備されているんです。であれば、当然出してやらなきゃな

らんものは、出してやるべきだと思うんです。先ほど言われるように悪質なもの、

右から左に流すような土地転がしだというようなものは絶対だめだと思うんで

す。だけど、だれが見てもどう見ても大丈夫だろうというものがあれば、当然許

可を出してやっていいと思うんです。 

 

猗股農村振興課長  私どもとしましては、少し前にも先生と話をさせてもらった経緯がありますけ

れども、極力各市町村の農業委員会の言葉を真摯に受けて処理をしていきたい、

対応していきたいと考えております。 

 

主な質疑等  企業局関係 
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※ 所管事項 

 

（公営企業管理者の給料の減額について） 

金丸委員  この減額によってトータルでどのくらいの減になるんですか。 

 

清水総務課長  年間６８万８,０００円余りの減となります。 

 

金丸委員  管理者以外については答えられませんか。 

 

清水総務課長  知事におかれましては１０％のカットですので年間１５１万２,０００円の減

となります。それから、副知事は７％のカットですので８１万４,０００円余り

の減となります。その他、代表監査委員はやはり７％のカットでありますので６

５万５,０００円、また教育長も７％のカットで６７万２,０００円、知事、それ

から特別職全員合わせますと年間で５０５万６,０００円余りの減となります。 

 

その他   ・委員長報告の作成及び委員長報告については委員長に委任された。 

・閉会中もなお継続して調査を要する事件は、別紙のとおり決定された。 

・継続審査案件調査の日時・場所等の決定は委員長に委任され、県内調査は来る

１月２９日に実施することとし、詳細については、後日通知することとされた。 

 

 

 

以    上 

                      農政商工観光委員長 浅 川 力 三 

 


